
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 市民防災総合センター本館等内装改修他電気設備工事 

契約変更の概要 

①工期の延長及び工期延長に伴う共通費の増額 

【既定】令和８年３月２７日まで 

【変更】令和８年３月３１日まで   

  ただし、予算繰越の上は令和８年４月２４日まで（２８日間の延長） 

②高圧ケーブル更新工事の取り止め 

③映像・音響設備の仕様変更および新設 

契約変更の理由 

①映像音響設備について、受注生産品であり機器の納期に時間を要することが判明し、当初

想定していた期間内での機器調達および施工が困難となったため、工期を令和８年３月２７

日から令和８年４月２４日まで延長する。 

 

②現地詳細調査の結果、高圧ケーブルが地中埋設されており、引き抜きが困難となる可能性

があることが判明したため、既設設備への影響および施工リスクを考慮し、高圧ケーブルの

更新を取り止める。 

 

③施設管理者との協議の結果、会議、研修等の多様な利用形態に対応する必要があるため、

映像音響設備の仕様変更を行う。 

 


